
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青梅市は、秩父多摩甲斐国立公園の

一角を担う緑の山並みや美しい川な

ど の 豊 か な 自 然 と 景 観 が 息 づ き 、   

また先人から受け継がれた歴史や文

化資源にも恵まれています。そして、

青梅市宅地開発等指導要綱および土

地区画整理事業などによる快適で安

全なまちづくりを進めてきました｡ 

平成 17 年度に秩序あるまちの整備

と快適な生活環境の保全による計画

的なまちづくりを進めていくために

「青梅市開発行為等の基準および手

続に関する条例」を定めました｡ 

豊かな自然や歴史と調和した美し

いまちづくりを進めていくため、市民

の皆さん、事業者の皆さんの御協力を

お願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「青梅市開発行為等の基準および  

手続に関する条例」のあらまし  

青 梅 市 

 



 

 

  青梅市における開発行為等に関し、都市計画法の規定による技術基準を

定めるとともに、施設の整備基準および協議等の手続を定めることにより、

秩序あるまちの整備と快適な生活環境の保全を図り、もって計画的なまち

づくりを推進することを目的とします。  

 

 

 

  この条例の適用を受ける事業（開発行為等）は、次のとおりです。  

開 発 行 為 等 適  用  事  業  

開 発 行 為 
都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為におい

て、同法第２９条の許可を必要とする事業  

宅地造成行為  
宅地造成等規制法第２条第２号に規定する宅地造成に

おいて、同法第８条の許可を必要とするもので、事業区

域の面積が５００平方メートル以上の事業  

中高層建築物  

の 建 築 行 為 

高さが１０メートルを超える（ただし、都市計画法第７

条第３項に規定する市街化調整区域または同法第８条第

１項第１号に掲げる第一種低層住居専用地域および第二

種低層住居専用地域にあっては、軒の高さが７メートル

を超えるか、地階を除く階数が３以上）建築物の建築行

為において、次のいずれかに該当する事業  

ア  計画戸数が８戸以上の共同住宅の建築  

イ  延べ面積が１，５００平方メートル以上の建築物の

建築  

共 同 住 宅 の 

建 築 行 為 
共同住宅、長屋、寄宿舎等の共同住宅の建築行為におい

て、計画戸数が２０戸以上の事業  

 

※   事業完了前（完了通知書の交付以前）に、事業区域の隣接地におい

て開発行為等を行うときは、未完了事業の事業区域も含まれるとみな

して、この条例の適用を受けます。  

 

 

２  

条例の適用事業  

条 例 の 目 的 



 

 

  大規模な事業については、次のとおり協議します｡  

■  計画戸数が１，０００戸以上の事業を行う場合には、この条例の規

定によるほか、別に市と協議をします。  

■  市街化調整区域において、事業区域の面積が５ヘクタール以上の事

業を行う場合には、別に市と協議をします。  

 

 

 

 

  事業者は、事業の計画内容を近隣関係住民に誠意をもって説明し、紛争

等が生じないよう努めなければなりません。  

  ■  近隣関係住民への説明の方法は、説明会または戸別の説明とします。 

■  近隣関係住民の範囲は、次のとおりです。  

●  開発行為および宅地造成行為については、事業区域に隣接している

土地（隣接する土地が道路等の公共施設である場合は、その道路等を

越えて隣接している土地）または当該土地に存する建築物に関して権

利を有する人および居住する人。  

●  中高層建築物および共同住宅の建築行為については、事業区域境界

線から、建築物の高さの２倍の水平距離の範囲内にある土地または建

築物に関して権利を有する人および当該範囲内に居住する人。  

■  近隣住民から申出があったときは、説明会により説明します。  

 

 

 

 

事業者は、事業計画が定まったときは、速やかに事業計画の標識を設置

しなければなりません。  

 

 

 

３  

近隣関係住民への説明  

標 識 の 設 置 

大 規 模 事 業 の 取 扱 い

い  



 

 

都市計画法第３３条の規定により、この条例で定める開発行為の技術的

基準は、事業区域に新設する道路の幅員、公園面積の最低限度および敷地

面積の最低限度です。  

■  事業区域に新設する道路の幅員  

   道路は、原則として通り抜け道路とし、道路の幅員は次のとおりです。  

道 路 の 延 長 道 路 の 幅 員 

３５メートル以下  ４．５メートル以上  

３５メートルを超え、  

６０メートル以下  

●  通り抜け道路のときは、  

４．５メートル以上  

●  行き止まり道路のときは、  

５メートル以上  

６０メートルを超え、  

１２０メートル以下  

●  通り抜け道路または行き止まり道路で

転回広場を２箇所以上設置するときは、 

  ５メートル以上  

●  行き止まり道路のときは、  

６メートル以上  

１２０メートルを超えるとき ６メートル以上  

 ■  公園の面積  

   公園面積は、事業区域の面積が３，０００平方メートル以上のときに

整備が必要となります。  

事業区域面積  公園面積の最低限度  

３，０００平方メートル以上  事業区域面積の６パーセント  

   整備する公園は、広場および緑地とし、広場には遊具等の施設を設置

します。また、緑地には樹木を植栽します。  

■  敷地面積の最低限度  

予定建築物の１区画における敷地面積の最低限度は、次のとおりです。 

区 域 区 分 敷地面積の最低限度  

市街化区域  １２０平方メートル  

市街化調整区域  １６５平方メートル  

 

４  

開発行為における技術基準  



 

  事業により設置する施設の整備基準は、次のとおりです。  

施  設 整  備  基  準  

道  路 

●  新設する道路は、幅員６メートル以上の既存道路に接続します。

既存道路の幅員が６メートルに満たない場合には、既存道路の中

心線から３メートル後退し整備します。  

●  事業区域に接する既存道路の幅員が６メートル未満のときは、

道路中心線から３メートル後退し整備します。  

●  道路は、路面を舗装し、排水施設および交通安全施設等を設置

します。  

公園・緑地  

●  共同住宅の建築行為において、事業区域面積が３，０００平方

メートル以上の場合は、３パーセント以上の公園を整備します。 

●  中高層建築物および共同住宅の建築行為においては、１０パー

セント以上の緑地を整備します。  

●  公園、緑地には、遊具等の施設の設置および樹木の植栽をしま

す。  

給 水 施 設  給水施設を整備します｡  

排 水 施 設 雨水排水施設および汚水排水施設を整備します。  

消防水利施設  消防水利施設を整備します。  

駐 車 施 設 

●  共同住宅においては、住宅２戸に１台以上の割合で駐車施設を

整備します。  

●  住宅以外の建築物においては、必要台数分の駐車施設を整備し

ます。  

自転車等置場 

●  共同住宅においては、住宅１戸に１台（ワンルーム形式共同住

宅においては、２戸に１台）以上の自転車等置場を整備します。 

●  住宅以外の建築物については、必要台数分の自転車等置場を整

備します。  

 

 

 開発行為等の協議の手続きは、次のとおりです。  

事

前

協

議 

（
計
画
概
要
の
提
出
） 
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(

協
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定
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工

事

着
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着
手
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の
提
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工

事

完

了 

（
完
了
届
の
提
出
） 

 

完

了

検

査 

 

事
業
完
了
通
知
書 

の
交
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  事業者が条例に定める規定を守らないと認めるときは、市は事業者に対

して必要に応じた勧告、命令をすることができます。また、命令に従わな

いときは、その事実を公表できます。  

５

協議等の手続  

勧告・命令・公表  

施設の整備基準  



 

青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例  

 
平成16 年12 月27 日 条例第38 号 

平 成 1 7 年 ４ 月 １ 日 施 行  

目次  

第１章 総則（第１条―第９条）  

第２章 開発行為の技術基準（第１０条・第１１条）  

第３章 施設の整備基準（第１２条―第１８条）  

第４章 協議等の手続（第１９条―第３１条）  

第５章 補則（第３２条―第３８条）  

付則  

第１章 総則  

（目的）  

第１条 この条例は、青梅市（以下「市」という。）にお

ける開発行為等に関し、都市計画法（昭和４３年法律第

１００号。以下「法」という。）による技術基準を定め

るとともに、施設の整備基準および協議等の手続を定め

ることにより、秩序あるまちの整備と快適な生活環境の

保全を図り、もって計画的なまちづくりを推進すること

を目的とする。  

（定義）  

第２条 この条例における用語の意義は、次の各号に定め

るもののほか、法、宅地造成等規制法（昭和３６年法律

第１９１号）および建築基準法（昭和２５年法律第   

２０１号）の例による。  

(1) 開発行為   法第４条第１２項に規定する開発行為

で法第２９条の許可を要するものをいう。  

(2) 宅地造成行為   宅地造成等規制法第２条第２号に規

定する宅地造成で同法第８条の許可を要するものをい

う。  

(3) 中高層建築物   高さが１０メートルを超える建築物

をいう。ただし、法第７条第３項に規定する市街化調

整区域または法第８条第１項第１号に掲げる第一種低

層住居専用地域および第二種低層住居専用地域にあっ

ては、軒の高さが７メートルを超えるか、地階を除く

階数が３以上の建築物をいう。  

(4) 建築行為 建築基準法第２条第 1 号に規定する建築

物を新築し、増築し、または改築する行為をいう。  

(5) 共同住宅 共同住宅、長屋、寄宿舎等をいう。  

(6) 開発行為等  開発行為、宅地造成行為ならびに中高

層建築物および共同住宅の建築行為をいう。  

(7) 事業者 開発行為等を行う者をいう。  

(8) 事業区域 開発行為等を行う土地の区域をいう。  

(9) 埋 蔵 文 化 財  文 化 財 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第   

２１４号）第５７条第１項に規定する文化財をいう。 

（適用事業）  

第３条 この条例の適用を受ける事業（以下「条例適用事

業」という。）は、次の各号に掲げるものとする。  

(1) 開発行為  

(2) 宅地造成行為で事業区域の面積が５００平方メート

ル以上のもの  

(3) 中高層建築物の建築行為で、次のいずれかに該当す

るもの  

ア  計画戸数が８戸以上の共同住宅の建築  

イ  延べ面積が１，５００平方メートル以上の建築物の

建築  

(4) 計画戸数が２０戸以上の共同住宅の建築行為  

２ 一の条例適用事業を行う事業者が、当該事業完了前に

当該事業区域に接する土地において開発行為等を行お

うとするときは、当該開発行為等は、当該事業の事業区

域に含まれるものとみなし、この条例を適用する。  

 

 

（近隣関係住民等への周知）  

第４条 事業者は、条例適用事業の計画内容を、近隣住民

その他当該事業により影響を受ける者（以下「近隣関係

住民等」という。）に誠意をもって説明し、紛争が生じ

ないよう努めなければならない。  

２ 事業者は、第３条第１項第３号の事業について、近隣

関係住民等との間に紛争が生じた場合には、東京都中高

層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

（昭和５３年東京都条例第６４号。以下「東京都中高層

建築物紛争予防条例」という。）に従うほか､自主的に解

決するよう努めなければならない。  

（標識の設置）  

第５条  事業者は、条例適用事業の計画が定まったとき

は、速やかに事業計画の標識を設置しなければならな

い。 

２ 東京都中高層建築物紛争予防条例の規定にもとづき、

標識を設置する場合においては、前項の規定による標識の

設置は省略することができる｡ 

（電波障害対策）  

第６条 事業者は、第３条第１項第３号の事業を行うとき

は、近隣関係住民等の受ける電波障害について、事前に

専門機関による調査を行い、障害が生じた場合には、事

業者の負担で障害を取り除くための施設を設置する等

必要な措置を講じなければならない。  

（環境保全対策）  

第７条 事業者は、近隣関係住民等に工事内容を周知する

とともに、騒音、振動、粉じん、汚水その他公害の発生

防止および防災対策ならびに交通対策に努めるものと

し、被害が発生した場合には、速やかに適切な措置を講

じなければならない。 

（埋蔵文化財包蔵地）  

第８条 事業者は、事業区域内に埋蔵文化財包蔵地が存在

する場合には、事前に青梅市教育委員会（以下「教育委

員会」という。）と協議をしなければならない。  

２ 事業者は、工事中に埋蔵文化財を発見した場合には、

ただちに工事を中止し、現状を変更することなく速やか

に教育委員会と協議をしなければならない。  

（大規模事業の取扱い）  

第９条 計画戸数が１，０００戸以上の事業（次項に規定

する事業を除く。）を行う場合には、この条例の規定に

よるほか、別に青梅市長（以下「市長」という。）と協

議をしなければならない。 

２  市街化調整区域において、事業区域の面積が５ヘクタ

ール以上の事業を行う場合には、別に市長と協議をしな

ければならない。 

 

第２章 開発行為の技術基準 

（道路の幅員および公園の面積）  

第１０条  住宅の用に供する目的で行う開発行為につい

て法第３３条第３項の規定にもとづき条例で定める技

術基準は、次の各号に定めるところによる。  

(1) 都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下

「政令」という。）第２９条の２第２項第２号の規定に

もとづく開発区域に新設される道路の幅員は、次に掲げ

るとおりであること。  

ア  道路の延長が３５メートル以下のときの幅員は、 

４．５メートル以上とする。  

イ  道路の延長が３５メートルを超え６０メートル以下

のときの幅員は、４．５メートル以上とする。ただし、

土地の形態によりやむを得ず行き止まり道路となると

きは、５メートル以上とする。  

６ 



 

 

 ウ  道路の延長が６０メートルを超え１２０メートル

以下のときの幅員は、５メートル以上とする。ただ

し、土地の形態によりやむを得ず行き止まり道路と

なる場合で、転回広場を２か所以上設けないときは、

６メートル以上とする。  

エ  道路の延長が１２０メートルを超えるときの幅員

は､６メートル以上とする。  

(2) 政令第２９条の２第１項第５号および第６号の規定

にもとづく公園面積の最低限度は、事業区域面積が  

３，０００平方メートル以上の開発行為については、

事業区域面積の６パーセントとする。ただし、政令第

２５条第１項第６号ただし書により、土地区画整理事

業完了区域で、法第８条第１項第１号に掲げる用途地

域が住居系または商業系の地域において行う事業の

ときは、この限りでない。  

（敷地面積の最低限度）  

第１１条  法第３３条第４項の規定による予定建築物に

かかる敷地面積の最低限度は、市街化区域において行う

開発行為は、１２０平方メートル、市街化調整区域にお

いて行う開発行為は、１６５平方メートルとする。ただ

し、市街化調整区域において、自己の居住の用に供する

住宅の建築に伴う開発行為を除く。  

２ 前項の適用後の最後の１区画の面積が、基準面積の９

割以上の場合には、当該区画の面積については当該面積

とする。ただし、法第８条第１項第１号に定める用途地

域のうち、建築物の敷地面積の最低限度が定められた地

域を除く。  

３ 建築物が現存し、または建築されたことのある宅地が、

建築基準法による接道条件を満たすため事業区域に含め

られる場合には、当該宅地の面積については第１項の規

定を適用しない。  

 

第３章 施設の整備基準  

（道路の整備）  

第１２条 事業者は、開発行為における道路を、次の各号

に定めるところにより整備しなければならない。  

(1) 事業区域に新設する道路は、原則として通り抜け道路

とし、第１０条第１号の規定によること。  

(2) 事業区域に新設する道路を既存 道 路 に 接 続 さ せ る

と き は 、 幅員６メートル以上を有する道 路 に 接 続 さ

せ る も の と し 、当該既存道路の幅員が６メートルに満

たない場合には、当該既存道路の中心線から３メート

ル後退し、整備しなければならない。ただし、土 地 区

画 整 理 事 業 に よ り 街 区 が 整 備 さ れ て い る 道 路 の

場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

(3)  事業区域が幅員６メートル未満の既存道路に接する

ときは、当該既存道路の中心線から３メートル後退し、

整備しなければならない。ただし、土地区画整理事業に

より街区が整備されている道路および事業区域に接す

る道路が４メートル未満で建築基準法第４２条第２項

に該当しない道路の場合は、この限りでない。  

２ 第３条第 1 項第３号および第４号の事業に伴う道路

は、事業区域が幅員６メートル未満の既存道路に接する

ときは､道路中心線から３メートル後退し、整備しなけ

ればならない。ただし、土地区画整理事業により街区が

整備されている道路および事業区域に接する道路が４

メートル未満で建築基準法第４２条第２項に該当しな

い道路の場合は、この限りでない。  

３  前 ２ 項 に お い て 接 続 先 ま た は 接 す る 道 路 が 国

道 、都 道 で あ る と き は 、国 、都 知 事 と 別 に 協 議 し

な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

（公園、緑地の整備）  

第１３条 事業者は、開発行為における公園について必要

な公園施設を整備しなければならない。  

２ 第３条第１項第３号アおよび第４号の事業のうち、事

業区域面積が３，０００平方メートル以上のものについ

ては、３パーセント以上の公園を整備しなければならな

い。ただし、土地区画整理事業完了区域で、法第８条第

１項第１号に掲げる用途地域が住居系もしくは商業系

の地域または開発行為によりすでに公園が整備された

区域において行う事業については、この限りでない。  

３ 第３条第１項第３号および第４号の事業については、

事業区域面積の１０パーセント以上の緑地を整備しな

ければならない。この場合において、前項の規定による

３パーセント以上の公園を整備するときは、事 業区域面

積から整備する公園の面積を差し引いた面積の１０パ

ーセント以上とする。  

（給水施設）  

第１４条  事業者は、給水施設を整備しなければならな

い。 

（排水施設）  

第１５条 事業者は、雨水排水施設および汚水排水施設を

整備しなければならない。  

（消防水利施設）  

第１６条 事業者は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）

第２０条第１項の規定にもとづき、必要な消防水利施設

を整備しなければならない。 

（廃棄物の保管場所）  

第１７条 事業者は、第３条第１項第３号および第４号の

事業については、廃棄物の保管場所等を整備しなければ

ならない。 

（駐車施設および自転車等置場）  

第１８条 事業者は、第３条第１項第３号および第４号の

事業については、駐車施設および自転車等置場を整備し

なければならない。 

 

第４章 協議等の手続  

（事前相談）  

第１９条 事業者は、事業を計画したときは、協議を行う

前に計画概要を市長に提出し、相談しなければならない。 

（協議）  

第２０条 事業者は、法令で定める手続を行う前に、市長

と協議をしなければならない。  

（協定の締結）  

第２１条 前条にもとづく協議が整ったときは、協定を締

結しなければならない。  

（同意書の交付）  

第２２条 市長は、前条による協定を締結したときは、開

発行為および第３条第１項第２号の事業については、同

意書を交付する。  

（準用）  

第２３条 第２０条から前条までの規定は、協定締結後、

事業内容に変更が生じた場合について準用する。  

 

（軽微な変更） 

第２４条 市長は、事業計画の変更が軽微なときは、変更

届の提出をもって変更の承認をすることができる。  

 

７ 



 

 

（地位の承継）  

第２５条  第２１条に定める協定を締結した事業者の相

続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該

協定にもとづく地位を承継する。この場合において、当

該地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出

なければならない。 

２  事業者から事業区域の土地の所有権その他協定締結

事業の施行に必要な権原を取得した者は、市長の承認を

受けて、当該事業者が有していた当該協定にもとづく地

位を承継することができる。  

（取下げ）  

第２６条 事業者は、事業計画を取りやめる場合には、速

やかに市長に届け出なければならない。  

（工事着手）  

第２７条 事業者は、工事に着手するときは、速やかに市

長に届け出なければならない。  

（工事完了）  

第２８条 事業者は、工事が完了したときは、速やかに市

長に届け出なければならない。  

（引継書）  

第２９条 事業者は、当該事業によって整備し、市に帰属

することになるものについては、工事完了届の提出まで

に、市長に引継書を提出しなければならない。  

 

（完了検査）  

第３０条 市長は、第２８条に定める工事完了届を受理し

たときは、工事完了検査を行わなければならない｡ 

２ 前項の検査の結果、締結した協定の内容に適合しない

箇所があるときは、事業者は市長とその補修方法につい

て協議し、自らの責任において速やかに補修しなければ

ならない。  

（完了通知）  

第３１条 市長は、この条例に規定する手続がすべて完了

したと認めたときは、事業者に事業完了通知書を交付す

る。 

 

第５章 補則 

（許認可権者との連携）  

第３２条 市長は、条例適用事業について、土地利用に関

する法令の許認可権者と相互に情報交換を図り、この条

例と関係法令が連携して運用されるよう努めなければ

ならない。  

 

 

（国等の事業）  

第３３条  国および地方公共団体が事業者である場合に

は、別途市長と協議しなければならない。  

（報告等）  

第３４条 市長は、事業者に対し、条例適用事業の施行状

況に関する報告または資料の提出を求めることができる。

（勧告）  

第３５条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置

を講じるよう勧告することができる。  

(1) 第４条の規定による近隣関係住民等への周知を実施

しないとき。  

(2) 第５条の規定による標識の設置をしないとき。  

(3) この条例に規定する必要な協議をしないとき。  

(4) 第２１条の規定による協定を守らないとき。  

(5) その他市長が特に必要と認めるとき。  

（命令）  

第３６条 市長は、事業者が前条の規定による勧告に従わ

ないときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措

置を命じることができる。 

（公表）  

第３７条 市長は、事業者が前条の規定による命令に従わ

ないときは、当該事業者に対し意見を述べる等の機会を

与えた上で、その事実を公表することができる。  

（委任）  

第３８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

 

付 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範

囲内において規則で定める日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例施行の際、青梅市宅地開発等指導要綱（昭和

５０年４月１日実施）の規定にもとづき、現に事前協議

が開始している事業については、この条例の規定にかか

わらず、なお従前の例による。  
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